
第４表　　職員の平均給与月額

区分

（教育職員および警察職員を除く。）
　

年月 平成16年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成15年４月
給与項目

円 円 円 円

350,691 350,389 379,066 378,178

(354,787) (356,525) (383,120) (384,265)

11,091 11,296 10,929 11,086

9,992 10,023 9,394 9,384

(10,107) (10,195) (9,492) (9,531)

371,774 371,708 399,389 398,648

(375,985) (378,016) (403,541) (404,882)

　各給料表別

平均年齢 給料 扶養手当 調整手当 合計

歳 円 円 円 円

42.6 355,010 12,413 9,771 377,194

(359,230) (9,881) (381,524)

40.0 348,822 15,141 9,060 373,023

(352,506) (9,152) (376,799)

42.4 372,014 12,122 9,016 393,152

(376,417) (9,118) (397,657)

43.4 470,031 16,752 52,833 539,616

(477,418) (53,572) (547,742)

41.0 343,091 8,422 7,746 359,259

(346,848) (7,828) (363,098)

34.8 295,194 2,268 6,138 303,600

(298,250) (6,201) (306,719)

42.2 383,178 9,659 7,991 400,828

(387,189) (8,072) (404,920)

49.9 485,013 12,513 10,039 507,565

(490,452) (10,148) (513,113)

42.8 402,578 11,842 9,266 423,686

(406,601) (9,356) (427,799)

42.9 396,681 9,099 9,059 414,839

(400,785) (9,150) (419,034)

48.1 340,767 11,632 7,739 360,138

(344,209) (7,816) (363,657)
注１　　給料は、給料の調整額および教職調整額を含む。
　 ２　　（　　　）内の額は、平成15年度および平成16年度における知事等の給与の特例に関する条例による減額前の額である。

※平成15年度および平成16年度における知事等の給与の特例に関する条例の概要

平成16年度における職員の給料等については下記の率により減額して支給

３％

２％

１％

※教育職員、警察職員についても、これに準じて給料等を減額している。

扶 養 手 当

調 整 手 当

小 学 校 お よ び 中 学 校 等 教 育 職 給 料 表

技 能 労 務 職 給 料 表

医 療 職 給 料 表 （ ３ ）

福 祉 職 給 料 表

大 学 教 育 職 給 料 表

高 等 学 校 等 教 育 職 給 料 表

一　　般　　職　　員 全　　　職　　　員

給　　料　　表

　

給 料

計

医 療 職 給 料 表 （ ２ ）

行 政 職 給 料 表

警 察 職 給 料 表

研 究 職 給 料 表

医 療 職 給 料 表 （ １ ）

部長級、次長級の職員

課長級、参事級の職員

一　　般　　職　　員
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